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　現在、わが国の出生率の低下に伴い少子化が進んでおり、核家族化や地域のつながりの希薄化に
より、子育てに不安や孤立感を感じる家庭も少なくありません。児童虐待、いじめ、不登校、ヤン
グケアラーなど、子ども・子育てをめぐる課題は複雑化、多様化しています。児童虐待の課題は深
刻で、令和３（2021）年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数（速報値）は、20 万 7,659 件で
過去最多を更新し続けています。さらに、令和元（2019）年末以降、新型コロナウイルス感染対策
による人と人とのつながりの減少による状況の悪化も懸念されるところです。
　本年４月からは、こどもまんなか社会の実現をめざす新たな司令塔として、こども家庭庁が設置
され、児童委員制度を規定する児童福祉法が厚生労働省からこども家庭庁に移管されます。国の所
管は変わりますが、子どもをめぐる課題への対応については、家庭状況を総合的に把握し、課題に
応じて必要な支援を総合的、包括的に行うことが重要になります。また、令和６（2024）年には主
任児童委員制度の創設 30 周年という節目を迎えます。こうしたなか、私たち民生委員・児童委員、
主任児童委員は、時代の要請に応え、これまで以上に、子どもたちの「身近なおとな」として寄り
添い、地域住民や関係機関・団体と連携を図りながら、子どもや子育て家庭の支援に取り組み続け
ることが期待されています。
　全民児連は平成 29（2017）年に『児童委員制度創設 70 周年 全国児童委員活動強化推進方策
2017』を策定しました。方策では、今後の委員活動に期待されることとして、４つの重点項目を挙
げています。子ども・子育てをめぐる課題に対応していくために４つの重点項目を意識した取り組
みを全国各地で行っていただくことが重要です。そこで、本書は、子ども・子育てをめぐる課題と
児童委員に求められる役割の解説とともに、４つの重点項目に基づく児童委員と主任児童委員が連
携した各地のさまざまな取り組みを掲載し、事例集としてとりまとめました。すべての民生委員・
児童委員、主任児童委員にとって、委員活動のさらなる推進や、わがまちならではの取り組みを考
える一助になれば幸いです。
　終わりに、本書の作成にあたり、大変お忙しいなかご執筆をいただきました明治学院大学の松原
康雄名誉教授、実践事例をご提供いただいた民児協関係者の皆さまに厚く御礼申しあげます。

令和５年３月
全国民生委員児童委員連合会 

会長　得 能 金 市

はじめに
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１ | はじめに
　全国民生委員児童委員連合会は平成 29（2017）年 12 月に児童委員制度創設 70 周年全国児童委
員活動強化推進方策を策定しています。本年度はこの方策で決定した取り組み期間 10 年の中間年
になります。この事例集は、これまでの取り組みを振り返り、各民生委員児童委員協議会（以下、
民児協）の新たな活動を検討したり、いままでの活動を点検し改善点を検討したりするうえで参考
となる事例を収集し、作成されました。
　どのような地域、時代であれ、子どもの育ちや、豊かな子育ては、子どもだけ・家族だけでは実
現されません。子どもや子育て家庭を見守り、共に考え、応援する仲間や地域住民、関係機関・施
設・団体の存在があってこそ、子どもの育ちや養育が可能となります。子どもや家族は多様な個性
や生活状況を有しています。子どもや家族の多様性を認め、主体的権利を尊重し、意見表明をうな
がし、それを地域のなかで活かしていくことを前提に、擁護すべき権利も明らかになります。子ど
もや子育て家庭の「力」を信頼することが諸活動の基盤となります。
　子どもの育ちをめぐっては、現代社会のなかにあって少子化が進行し、虐待や不登校、いじめな
どさまざまな課題の存在が顕著になっています。もちろん、これらの課題の解決には専門機関・専
門職の働きが不可欠です。同時に、諸課題に対する地域住民の理解と関心、多様性の承認と主体性
の尊重も必須です。この理解と承認は、子どもや子育て家庭と地域住民の交流から醸成されるもの
といえるでしょう。この交流の要となることも民生委員・児童委員の役割として期待されています。

2 | 事例からの学び
　地域が多様であると同様に、各民児協も多様です。本事例集でも多様な活動が掲載されています。
これらの事例について「すばらしい活動だけど自分たちにはできない」と「読み物」として扱うの
ではなく、次のような観点で学びを深めていただければ効果的であると考えます。

活動の契機：　独自企画であったか、協力要請だったか、前者の場合は中軸には誰がいたか、後
者の場合には日ごろの関係機関との連携内容や実績

継続の要件：　活動を継続するにあたって連携した機関や施設、民児協内の体制
活動の効果：　地域の子どもや子育て家庭、課題を抱える親子の変化

　もちろん、紙幅の関係ですべてが記載されているわけではないですが、事例検討の際の項目とし
ては重要かと思います。活動を新たに開始するうえで地域や関係機関の民児協への信頼が必須であ

Ⅰ -1　子ども・子育てをめぐる課題と 
児童委員に求められる役割

明治学院大学　名誉教授　松原　康雄 氏
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ることは事例から学びとることができるはずです。活動の継続も同様であり、周囲の信頼を背景に
仲間を増やしていくことも要件のひとつとなっているはずです。活動のたちあげや継続には、民生
委員・児童委員としての日常活動のなかで地域に多種多様なネットワークに参画しているという状
況があると思います。児童委員としての信頼だけではなく、民生委員としての信頼を地域のなかで
かちえていることが必要です。

3 | 民生委員活動と児童委員活動
　民生委員・児童委員として地域住民の生活を「横串を通す観点」からの活動で見えてくる新たな
課題もあります。「縦割り」視点ではなく生活者視点で地域の課題を見いだし、それらに取り組む
ことで、民生委員・児童委員を「なんでも相談できる」人として地域住民に認識してもらうことが
可能となり、多様な相談のなかで子ども・子育てにかかわる課題も把握できるという流れが形成さ
れるでしょう。民生委員が児童委員を兼ねる意義がここにあります。
　主任児童委員は、平成 6（1994）年に児童委員活動への期待が高まる一方で、高齢化社会への諸
施策からも参加協力要請が高まるなかで、児童委員活動の強化を目的として、民生委員・児童委員
として委嘱される者のなかから指名され、担当区域はもたず、民児協内部で児童家庭福祉分野を中
心に活動する位置づけで創設されました。したがって「子ども・子育て支援に関する取り組みは主
任児童委員の役割で、民生委員・児童委員は他の活動を担う」という位置づけは、当初のそして平
成 13（2001）年の児童福祉法上への法定化の意図とは異なるものとなってしまいます。
　また、主任児童委員まかせにすることは、一時的には活発な活動が展開されていても、中長期的
には民児協のポテンシャリティを低下させることになり、やがて民生委員・児童委員や主任児童委
員が交代していくなかで、初期の「熱意」に満ちた活動はマンネリ化していくことになります。民
児協として主任児童委員を水先案内人としながら、全員で活動にかかわり、周囲の仲間を増やして
いくことで、新たな活動も展開されていきます。

4 | 子ども・子育てをめぐる課題と児童委員に求められる役割
　本事例集をみても、子ども・子育てをめぐる課題は、子どもや子育て全般を支えるための課題から、
専門的な対応を必要とする課題など、多様であることがわかります。方策でかかげられた「児童委
員活動の重点」をふまえて、児童委員（主任児童委員を含む）に求められる役割を整理しておきた
いと思います。ここまで述べてきたように子ども・子育て家庭全体（横串的視点）で把握し、支援
を展開していくこと、自分たちだけではなく、地域住民や関係機関・団体・施設を巻き込み、子ど
も・子育て家庭の応援団を形成すること、そのためにも民児協自体が子ども・子育て支援に取り組
む体制を構築しておくことが必要となります。地域で共に育ち合うネットワークを形成し、機能さ
せ、関係機関等と当事者を結びつける「結節点」（ハブ）として活動することは、子どもにとって
育ちやすい地域、子育てしやすい地域の実現につながるでしょう。
　令和 5（2023）年 4 月にはこども家庭庁が創設されます。国としての子ども・子育て支援の総合
的取り組みも強化されていくでしょう。この取り組みを支え、実体化させるためには地域での取り
組みが必須です。子どもの意見表明実現と尊重には、子どもが信頼できる「大人」が必要です。共
に行う活動のなかで、子どもや子育て家庭の声に耳を傾けていくことが求められています。
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　全民児連では、昭和 42（1967） 年の民生委員制度創設 50 周年以降、10 年ごとに、向こう 10 年
間の活動の方向性や重点を示す「活動強化方策」を策定しています。そして、制度創設 100 周年
にあたる平成 29（2017）年、「民生委員制度創設 100 周年活動強化方策」（以下、「100 周年方策」）
を策定しました。
　「100 周年方策」においては、今後の活動の重点 3 項目の具体的な取り組みのなかで、「子育てを
応援する地域づくりの推進」についても盛り込み、すべての民生委員が児童委員であることを意識
した活動の重要性を挙げ、地域づくりの推進とともに、民生委員・児童委員が子どもにとって「身
近なおとな」となることを提唱しています（Ⅲ 資料編 31 頁参照）。
　そこで、「100 周年方策」を補完し、児童委員活動をより積極的に進めていくために、「全国児童
委員活動強化推進方策 2017 ～子どもたちの笑顔と未来のために～」（以下、「本方策」）を策定し
ました。
　とくに本方策のなかでは、これからの児童委員活動の重点として、「①子どもたちの『身近なお
とな』となり、地域の『子育て応援団』となる」、「②子育ち、子育てを応援する地域づくりを進め
る」、「③課題を抱える親子を早期に発見し、つなぎ、支える」、「④児童委員制度やその活動への理
解の促進」の 4 項目を掲げています。
　本方策の取り組み期間は、「100 周年方策」と整合させ、平成 29 （2017）年 12 月～令和 9（2027）
年 11 月の 10 年間となっており、本方策の推進にあたっては、地域の実情をふまえた取り組みが
期待されています。

これからの児童委員活動の重点
（1）これからの児童委員活動、児童委員協議会活動に期待されること
・今後期待されることとして、①家庭全体を視野に入れた支援、②継続的な見守り、③自らが「子

育て応援団」となり、さらに応援団を増やしていく、④児童委員協議会でもある民児協としての
組織的活動の推進、⑤地域住民や幅広い関係者への児童委員、主任児童委員としての PR、の 5
点が挙げられます。

（2）今後の児童委員活動の重点

重点１ | 子どもたちの「身近なおとな」となり、地域の「子育て応援団」となる
• すべての親子が地域のなかで誰かとつながっていることを実感し、何かあったときには頼れる相

手がいるという安心感をもてるようにしていく。
• 地域の子どもたちの「身近なおとな」、また子育て中の親にとって「人生の先輩、子育ての先輩」

Ⅰ -2　「全国児童委員活動強化推進方策 2017 
 ～子どもたちの笑顔と未来のために～」の概要
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として、身近な存在となる。
＜考えられる取り組み例＞
・登下校時の見守りや声かけ運動等による子どもたちとの関係構築。
・子育てサロン等の開催や情報提供により、子育て家庭の孤立防止を進める。

重点２ | 子育ち、子育てを応援する地域づくりを進める
• 子育てや子どもの健やかな育ちを地域で支えていく。
• 率先して「子育て応援団」となると同時に、地域住民への働きかけを行うことで地域に「子育て

応援団」を増やし、子育ち、子育てを応援する地域づくりを進める。
＜考えられる取り組み例＞
・居場所づくりや地域行事等を通じて、子どもと地域の大人の関係づくりを進める。
・福祉施設を会場とした子ども食堂の開催等、社会福祉法人との連携強化。

重点３ | 課題を抱える親子を早期に発見し、つなぎ、支える
• 課題を抱えながら周囲に助けを求められない親子を早期に把握し、支援につなぐことで課題の深

刻化防止につなげる。
• 日頃から、「気になる家庭」について、地域住民から積極的な情報提供を得られる関係づくりに

取り組む。
＜考えられる取り組み例＞
・赤ちゃん訪問や乳幼児健診への協力等を通じて、課題を抱える親子の早期把握につなげる。
・学校との情報交換会を通じて、子どもに関する情報共有と役割分担を行う。

重点４ | 児童委員制度やその活動への理解を促進する
• 児童委員が地域において積極的な取り組みを推進していくために、その基盤となる環境整備に取

り組む。
• 内的環境の整備としての民児協の機能強化、外的環境の整備としての地域住民や関係機関等への

児童委員の存在・役割の認知と正しい理解の促進を図る。
＜考えられる取り組み例＞
・定例会における児童分野に関する議題の必須化や研修を通じた委員の意識啓発。
・活動強化週間や行事等を通じた地域住民や関係者への活動の PR。

5











































１ | 児童福祉法（抜粋）
昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号

（以下は、令和 4 年 4 月 1 日現在の条文）

第５節　児童委員
（児童委員）
第 16 条　市町村の区域に児童委員を置く。
２　民生委員法（昭和 23 年法律第 198 号）による民

生委員は、児童委員に充てられたものとする。
３　厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童

委員を指名する。
４　前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委

員法第５条の規定による推薦によつて行う。
（児童委員の職務）
第 17 条　児童委員は、次に掲げる職務を行う。

一　児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く
環境の状況を適切に把握しておくこと。

二　児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他
福祉に関し、サービスを適切に利用するために必
要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこ
と。

三　児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事
業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する
活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動
を支援すること。

四　児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行
う職務に協力すること。

五　児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努め
ること。

六　前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児
童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行
うこと。

２　主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職
務について、児童の福祉に関する機関と児童委員（主
任児童委員である者を除く。以下この項において同
じ。）との連絡調整を行うとともに、児童委員の活
動に対する援助及び協力を行う。

３　前項の規定は、主任児童委員が第１項各号に掲げ
る児童委員の職務を行うことを妨げるものではな
い。

４　児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指
揮監督を受ける。

（市町村長と児童委員との関係）
第 18 条　市町村長は、前条第一項又は第二項に規定

する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び
資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることが
できる。

２　児童委員は、その担当区域内における児童又は妊
産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管
轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知
し、併せて意見を述べなければならない。

３　児童委員が、児童相談所長に前項の通知をすると
きは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町
村長を経由するものとする。

４　児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必
要な調査を委嘱することができる。

（研修）
第 18 条の２　都道府県知事は、児童委員の研修を実

施しなければならない。
（命令への委任）
第 18 条の３　この法律で定めるものの外、児童福祉

司の任用変級その他児童福祉司及び児童委員に関し
必要な事項は、命令でこれを定める。

〈令和 5 年 4 月 1 日より追加となる条文〉
第 18 条の 2 の 2　内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、

児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交
換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければ
ならない。

Ⅲ 資料編
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２ | 児童委員の活動要領
平成 16 年 11 月 8 日改正

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

第 1　◆児童委員の任務と心構え
❶児童委員の任務

（1）地域における活動の推進
　児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関する地
域の自主的な活動の中心として、住民、団体と協力し
てその推進を図り、児童福祉施設、地域において児童
の健全育成を行う者等と連携し、これを支援するとと
もに、児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努め
る。

（2）関係機関との連携・協力
　児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増進に関し、都
道府県、市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所
等の関係機関と連携し、その業務に積極的に協力する。
なお、児童委員はそれぞれ区域を担当するものとされ
ているところであるが、その担当区域をまたがる事案
については、当該区域を担当する児童委員と連携・協
力する。
❷児童委員の心構え

（1）使命の重要性の認識と知識、技術の向上
　地域における児童、妊産婦、母子家庭等の福祉の増
進を図るという任務にかんがみ、その使命の重要性に
ついて認識を深めるとともに任務の遂行に必要な福祉
に関する制度、サービスについての知識、相談等につ
いての技術を高める。

（2）住民、関係機関との円滑な関係
　地域住民、団体、関係機関等との良好な関係を維持
することにより、円滑かつ効果的な活動を行うことが
できる基盤をつくる。

（3）誠意と奉仕の精神
　問題を客観的、総合的に把握し、適切な判断に基づ
く支援が進められるよう、市区町村、児童相談所、福
祉事務所、保健所等の関係機関と連携しつつ、誠意と
奉仕の精神をもって適切に対処する。

（4）住民の立場に立った活動
　支援を必要とする児童、妊産婦、母子家庭等の人権
を尊重し、児童及び保護者の立場に立ち、その立場を
理解し、お互いの信頼関係を基礎に支援することを原
則とする。また、職務上知り得た秘密が十分保護され
るよう留意しながら、社会福祉及びその他の多様な社
会資源の提供に努める。

第 2　◆児童委員の活動
❶実情の把握と記録

（1）地域の実情の一般的把握

　児童委員は、市区町村、児童相談所、福祉事務所、
保健所等と連携する等の方法により、地域住民の生活
実態等を適切に把握しておく。併せて、児童委員制度
を周知すること等により、地域の実情が的確に把握で
きるよう努める。

（2）具体的問題の把握
　担当地域において保護を必要とする児童、妊産婦、
母子家庭等の発見に努め、その抱える問題を的確に把
握する。また、市区町村長、児童相談所長、地域の関
係機関等から調査等を依頼された場合においては、的
確に実情を把握し、依頼者に対し報告する。

（3）記録とその活用
　把握した問題、状況等について、その後の児童委員
活動に活用するため、別添の児童票（略）を参考に正
確に記録を行うよう努める。
　なお、個人の秘密の保持には十分留意する。
❷相談・支援
　担当区域内の児童、妊産婦、母子家庭等について相
談に応じ、それぞれの抱える問題に応じて利用し得る
制度、施設、サービス等について助言し、問題の解決
に努める。特に専門的な判断、治療、処遇等を必要と
する問題については、速やかに適切な関係機関の援助
が受けられるよう連絡・調整を行う。
　相談・支援の代表的な事例としては、次のようなも
のがある。

（1）手当等の受給、貸付金の借受に関する事実確認と
支援
　児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉
手当、母子福祉資金貸付金等の制度の周知に努めると
ともに、これらの手当等の受給、借受に当たって必要
とされる事実確認を依頼されたときは、これに協力す
るとともに、これらの手当等の適正な受給等につき、
関係の職員や相談員と協力して支援を行う。

（2）保護を必要とする児童等に対する助言、支援
　担当地域の保護を必要とする児童及びその保護者、
妊産婦、母子家庭等に対して、それぞれの抱える問題
に応じて利用し得る施設やサービス等について助言す
るとともに、必要に応じて関係機関の援助が受けられ
るよう、支援を行う。特に児童に関する専門的な相談・
指導が必要と考えられる場合については、児童相談所
との連絡・調整を行う。

（3）委託による指導
　都道府県知事又は児童相談所長の措置により、児童
やその保護者の指導が委ねられたときは、当該関係機
関から指導上の資料を得て、それを参考に指導する。
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（4）施設に入所中の児童の家族等及び施設から退所し
た児童等に対する支援
　児童福祉施設に入所中の児童の家族等について、ま
た施設から退所する児童及びその家族等について施設
長、児童相談所長等から連絡があったときは、その児
童及び家庭の状況に留意し、学校等の関係機関と連絡
を密にして、その保護、支援に努める。

（5）里親の開拓への協力
　里親制度の周知を図り、里親となることを希望する
者を適宜児童相談所等に連絡するなど、里親の開拓に
協力する。

（6）妊産婦、乳幼児の保護者に対する助言
　①妊婦に対し、妊娠の届出や母子健康手帳の活用に
ついて助言するとともに、妊娠中及び産後の定期的な
保健指導を受けるよう勧奨する。
　②市区町村及び保健所における健康診査、健康相談、
訪問指導等の活用について助言する。
❸児童の健全育成のための地域活動
　地域において児童の健全育成を行う者等と連携し、
次のような活動を行い、児童の健全育成のための地域
活動に対する地域住民の参加を促進し、児童の健やか
な育成に関する気運の醸成に努める。

（1）児童の健全育成のための地域活動の促進
　①児童館、母親クラブ、放課後児童クラブ、子育て
サークル、子ども会等、児童の健全育成に関する活動
に対し援助・協力する。また、地域におけるボランティ
ア活動への児童の参加を促進・支援する。
　②児童虐待防止ネットワークや少年サポートチーム
の活動に対し、進んで参加するとともに、地域におけ
る健全育成関係の協議会等へ積極的に関与する。
　③地域における子育て支援活動を推進するため、市
町村等の行う子育て支援における総合的なコーディ
ネート業務や、保育所等を拠点とした地域における子
育てネットワークづくりの促進のために必要な援助・
協力を行う。

（2）母子保健組織の育成等
　地域母子保健組織、愛育班等の活動の推進に努める
とともに、それらの行う保健活動に対し援助・協力す
る。

（3）児童福祉文化財の健全化と地域環境の浄化
　①児童福祉文化財の健全化を図るため、都道府県及
び市町村児童福祉審議会の推せん、勧告の機能が活発
に発揮されるよう地域の具体的資料を収集し、関係機
関に提供する。
　②俗悪な広告や成年向け雑誌の自動販売機等につい
て必要がある場合には、関係機関の助言を得つつ、そ
の経営者等に対し撤去等を要請する等地域の環境の改
善、浄化に努める。

（4）施設の設置及び児童の居場所の確保の促進等
　児童の居場所の確保のため、児童館、放課後児童ク
ラブ等の設置等について住民及び関係機関と協議を行

い、地域の実情に応じ、その設置等を促進する。
（5）事故等の防止
　交通事故をはじめ、家庭内外の事故や犯罪から児童
を守るため、家庭及び地域の環境が危険な状態のまま
放置されることのないよう地域住民等の注意を喚起
し、危険な環境の排除又は改善に努める。
　また、児童の自殺の問題についても、児童相談所、
福祉事務所、学校等の関係機関と密接な連携をとり、
自殺の未然防止に努める。

（6）児童の非行防止
　喫煙、飲酒、家出、性的非行、暴走運転、脅迫、窃
盗、暴行、放火等児童の非行や犯罪の早期発見と未然
防止を図るため、そのおそれのある児童の把握とその
補導、更生に努める。また、学校、PTA、補導団体、
警察、町内会、自治会等との密接な連携のもとに、児
童をとりまく家庭及び地域環境の改善、整備に努める。
❹児童虐待への取組み
　近時、児童虐待による死亡事件が後を絶たず、また、
児童相談所等に対する虐待の相談件数も増加の一途を
たどっていることから、児童虐待防止対策についての
積極的な活動を行う。

（1）発生予防
　子育て中の保護者等の身近な相談者、聞き役、支え
役として、子育てに関する相談に応じるとともに、地
域の子育て支援活動への参加・協力を行いながら子育
て中の保護者等に対し当該活動への参加を勧奨し、関
係機関と連携を図りながら保護者等を支援すること等
により、児童虐待の発生を予防する。

（2）早期発見・早期対応
　児童の福祉に職務上関係のあることを認識し、地域
住民、関係機関等と密接に連携して児童虐待の早期発
見に努め、これを発見した場合においては、児童福祉
法第 25 条及び児童虐待の防止等に関する法律第 6 条
に基づき速やかに通告を行い、児童相談所、福祉事務
所等の関係機関との連携により早期対応を図る。なお、
児童福祉法第 29 条及び児童虐待の防止等に関する法
律第 9 条に基づく立入調査の実施に当たって関係機関
から協力依頼を受けた場合は、積極的に情報提供を行
う等これに協力すること。

（3）再発防止
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関
係機関と連携し、一時保護所、児童養護施設等の退所
後等についても、定期的な相談や地域で見守りを行う
などにより児童虐待の再発防止やフォローアップを行
う。

（4）児童虐待防止ネットワークへの参画
　住民に最も身近な市区町村において、子ども・家庭
に関わる多くの機関が参加する虐待防止ネットワーク
に積極的に参画する。
❺意見具申

（1）市町村長等から意見を求められた場合の意見具申

28



　法令、通達の定めるところにより児童等に係る措置、
それに要する費用負担等について、都道府県知事、市
町村長等から意見を求められたときは、事実に基づき
児童等の福祉増進の観点から適切な意見を述べこれに
協力する。

（2）自発的な意見具申
　児童等に関する施策及びその実施について児童等の
福祉の増進の観点からその改善が必要と思料する場合
は、児童委員協議会又は主任児童委員を通じて関係機
関に対し、建設的な意見を提出する。
❻連絡通報
　保護者のいない児童、虐待を受けていると思われる
児童、母子生活支援施設等による保護を必要とする母
子家庭等、保護の必要な児童、妊産婦、母子家庭等を
発見又は発見した者から通告の依頼を受けたときは、
その問題の所在、背景等を速やかに市区町村、児童相
談所、福祉事務所、保健所等適切な機関に連絡通報す
る。
　児童、妊産婦、母子家庭等に関し、必要な事項の状
況を児童相談所長に通知するときは、原則として市区
町村長を経由するものであるが、児童虐待のおそれが
あるなど直ちに児童相談所の対応が必要と認められる
緊急の場合には、児童相談所長に直接通知し、その後
速やかに市区町村長に報告する。

第 3　◆主任児童委員の活動
　主任児童委員は民生委員・児童委員のなかから指名
され、児童福祉に関する事項を専門的に担当するもの
とされており、原則として区域を直接担当しない取扱
いとされているが、地域で発生する個別事案について
も、当該区域を担当する児童委員と適宜連携を図り、
積極的に対応することが求められている。主任児童委
員として、児童委員の活動のほか、以下に掲げる事項
について活動することが求められている。
❶関係機関と児童委員との連携
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所、学校、
教育委員会等の関係機関との連絡を密接にし、児童及
び児童を取り巻く家庭環境・社会環境について児童委
員と連携して詳細な情報収集を行う。
　また、地域における児童健全育成事業や母子保健活

動等の推進に関しては、関係機関、特に児童館活動や
母親クラブ等の関係者と密接に連携し、さらに健やか
に子どもを生み育てる環境づくりに関しては、地域ぐ
るみで子育てを行うための啓発活動を企画し、活動の
実施に当たっては、その中心的役割を果たし、関係機
関及び児童委員と連携して積極的に活動する。
❷児童委員への援助・協力
　市区町村、児童相談所、福祉事務所、保健所等の関
係機関からの個別事案にかかる調査・支援等の依頼に
ついては、原則として児童委員に対して行われるもの
であるが、この活動に対し積極的に援助・協力するも
のであること。
　また、個別事案を扱う必要がある場合においては、
当該区域を担当する児童委員と調整・相談のうえ、協
力して、これを行うものであるが、緊急を要する等事
案の内容によっては、当該区域を担当する児童委員と
連絡・調整を図りながら、主任児童委員が主体的に当
該事案を扱うことも必要であること。
❸民生委員としての活動
　主任児童委員は、生活保護法、身体障害者福祉法、
老人福祉法などの行政事務への協力に関しては、制度
の周知徹底等を行うにとどめ、主任児童委員としての
活動を実施することに伴い、これら法律に基づく個別
世帯に対する援助・協力等が必要となることを発見し
た場合には、速やかに当該世帯が生活する区域を担当
する民生委員に連絡し、必要な援助・協力等を要請し、
自らは個別世帯に対する援助・協力等は行わないこと
を原則とする。

第 4　◆児童委員協議会
　児童委員相互の連携の強化及び任務の遂行に必要な
知識、技術の向上を図るため、民生委員法（昭和 23
年法律第 198 号）第 20 条の規定に基づき組織された
民生委員協議会ごとに児童委員協議会を組織するとと
もに、具体的事例に即した事例研究等を行い、その資
質の向上を図るなど、その活動の充実強化を図る。
　児童委員協議会は、児童委員相互の連絡をはかり、
児童福祉のため各種の協議を行うために、民生委員協
議会の開催と同時に開催することが望ましい。
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３ | 児童委員、主任児童委員の活動の推進について
（雇児総発第 0329 第 5 号　平成 29 年 3 月 29 日付

各都道府県・指定都市・中核市民生主管部（局）長宛
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）

　児童委員、主任児童委員の活動については、かねて
より、平成 16 年 11 月 8 日付け雇児発第 110800 号 1
雇用均等・児童家庭局長通知「児童委員の活動要領の
改正について」（以下「平成 16 年通知」という。）、平
成 13 年 11 月 30 日付け雇児発第 762 号・社援発第
2115 号雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連
名通知「主任児童委員の選任について」等でお示しし
ているところである。
　今般、別添 1（略）のとおり、地方分権改革に係る「平
成 28 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成
28 年 12 月 20 日閣議決定）において、児童委員・民
生委員の職務について、運用の工夫により地域の実情
に応じて児童福祉に関する事案に重点的に取り組むこ
とが可能であること、主任児童委員等の制度の活用方
法について、地方公共団体に通知することとされてい
ること等を受け、下記のとおり通知するので、その周
知方につき格段のご配慮をお願いする。
　なお、この通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第
67 号）第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助
言に当たるものである。

記

１．児童委員は、民生委員との兼任のもと、担当する
区域について、民生委員としての職務に加え、児童福
祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 17 条により規定さ
れた職務を行っているところである。これについては、
民生委員又は児童委員の職務のいずれかに重点を置く
形で活動を行うことは運用上禁止されていないほか、

地域における各委員の負担が平準になるように努めつ
つ、児童委員に委嘱された者の中で、児童福祉関係や
教員等の経験を有する者や、児童等の関係する問題に
積極的に取り組みたい者等が、自らが担当する区域以
外の区域において、その区域を担当する児童委員や主
任児童委員と連携して児童委員としての職務の一部を
行うことも、運用上可能であり、児童委員の積極的な
活用を検討する際の参考にされたいこと。
２．主任児童委員は、平成 16 年通知第三において、「児
童福祉に関する事項を専門的に担当するもの」として
の活動を実施することに伴い、民生委員としての活動
のうち、行政事務への協力に関しては、制度の周知徹
底等を行うにとどめ、自らは個別世帯に対する援助・
協力等は行わないことを原則とされているほか、児童
委員としても、原則として区域を直接担当しない取扱
いである旨をお示ししている。これについては、主任
児童委員が、区域を担当することを禁じる趣旨ではな
く、児童委員と連携しながら、主任児童委員として児
童の問題に関し一定の区域を担当し、各種の事案に対
応することも可能であり、主任児童委員を活用した児
童の問題に機動的に対応する体制を検討する際の参考
にされたいこと。
３．それぞれの児童委員、主任児童委員が、委員とし
ての活動を円滑に行えるようにするため、各自治体に
おいて、児童委員、主任児童委員に対する研修の機会
を十分に行い、特に今般の改選により新たに児童委員、
主任児童委員に委嘱された者の資質の向上に努めるこ
と。
４.（略）
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４ | 全民児連『民生委員制度創設100周年活動強化方策』の概要
平成 29 年 8 月 全国民生委員児童委員連合会

　平成 29（2017）年に策定した『民生委員制度創設
100 周年活動強化方策』は、①この 100 年間の活動の
総括、②民生委員・児童委員制度の現状と課題、③社
会福祉の動向、の整理のうえにたって、④今後の活動
の重点、を示している。
　方策の取り組み期間は、次期方策策定までの向こう 
10 年間を基本としているが、内容的にはより長期的
な視点から取りまとめている。

１．民生委員・児童委員活動に期待されているもの
● これからの活動に期待されるのもの
　① 変わらぬ住民の身近な相談相手、見守り役とし

ての活動
　② 地域の福祉課題を明らかにしていくこと
　③ 児童委員であることを意識した活動
　④ 多様な関係者をつなぐ「結節点（ハブ）」となること
　⑤ 住民や地域の代弁者としての積極的な意見具申、

提言
　⑥ 地域づくりの担い手となること

● 民生委員・児童委員は専門職ではなく、行政や専
門機関等への「つなぎ役」であることをあらため
て意識することが大切。

重点１ 地域のつながり、地域の力を高めるために
　誰もが孤立せず、地域のなかで笑顔で生活を送るこ
とができるようにするためには、希薄化しがちな人と
人とのつながりを強化し、地域の力によって誰もが支
えあえる社会を創っていくことが大切。そのため、こ
れまで以上に地域の幅広い関係者と連携し、人びとに
働きかけ、「わがまちならでは」の仕組みづくり、取
り組みを進める。

重点２ さまざまな課題を抱えた人びとを支えるために
　さまざまな課題を抱えながら、助けを求める「声を
出せない人」、「声を出さない人」が少なくない。こう
した人びとを早期に適切な支援につなげるために、幅
広い人びとと連携・協働し、「気になる人」を早期に
把握する。また地域において必要な支援やサービスに
ついて、民生委員・児童委員だからこそ可能な提案、
提言を積極的に行う。

重点３ 民生委員・児童委員制度を守り、発展させていくために
　現在、民生委員・児童委員制度は、なり手不足、住
民の認知度低下等、種々の課題に直面している。こう
した課題を解決し、民生委員・児童委員制度をさらに
発展させていくために、民児協による委員支援機能を
強化するとともに、地域の人びとの理解を進め、なり
手確保 の「すそ野」を広げる。

５ | 全民児連『地域における児童委員・主任児童委員の活動等の 
現状と課題に関する調査研究報告書』における 10 の提言

令和 2 年 3 月　全国民生委員児童委員連合会

　全民児連では、令和元（2019）年度に民生委員・児
童委員、主任児童委員に期待される役割と委員活動が
円滑にすすむための環境整備の検証、及び地域住民・
関係機関への周知を図ることを目的に、（1）児童委員
活動等の状況に関するアンケート調査、（2）児童委員
活動等の状況に関するヒアリング調査、（3）児童委員
活動等に関する実践事例集作成を行った。
　この調査研究をとおして、今後の民生委員・児童委
員、主任児童委員活動の環境整備と充実・強化を図る
ために必要な視点としてまとめた『10 の提言』は以
下の通り。

《10 の提言》
①民児協会長を中心とした組織的な活動であること

児童委員活動の推進のためには、民児協内に児童
福祉に関する部会が設置されていることや定例会で
主任児童委員活動の報告の場があるなど、民児協内
で子どもや子育て家庭に関する話し合いや情報共有
の場があることが重要である。

②多様な関係機関・団体と連携、協働した活動である
こと

専門知識や問題解決のノウハウなどがある社会福
祉法人は、民児協活動の連携・協働のよきパートナー
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となるため、積極的に関わることが大切である。

③参加者のニーズに応じた活動であること
地域の子どもや子育てをめぐる課題を察知し、そ

の解決に向けた取り組みであること。そして、日々
変化するニーズの把握に努め、工夫しながら活動を
進めることが肝要である。

④ＰＤＣＡサイクルを活用した活動の振り返りと見直
しを行うこと

活動実施・継続に向けては、ＰＤＣＡサイクルを
活用した振り返りを行うことが重要である。参加者
やボランティアの声なども参考にしながら、民児協
内はもちろんのこと、関係機関・団体など活動に関
わった関係者も交えた定期的な話し合いの場を設
け、活動の振り返りを行い、必要に応じて見直し、
次の活動につなげていく流れをつくることが大切で
ある。

⑤活動をとおしてやりがいや達成感を感じ、楽しむこと
民生委員・児童委員は、地域で活動しながら、子

どもの成長を見守り続けることができる。ひとりで
頑張りすぎてしまうと活動は長続きしない。ともに
活動する民生委員・児童委員、関係機関・団体やボ
ランティアなど、仲間とともに楽しんで活動するこ
とが大切である。

⑥働きながら活動を続けることができるための環境整
備を図ること

定年年齢の引き上げなどにより民生委員・児童委
員のなりての確保が難しい状況にある。特に主任児
童委員は就業や子育て中の委員も多く、定例会や日
中の活動、遠方への研修会等への参加に負担を感じ
ている。今後は企業等に対して、誰ひとり残さない
持続性ある社会をつくるための一方策となる委員活
動への理解を得られるよう働きかけることや、企業
の社会貢献活動の一環として民生委員・児童委員に
就き、地域共生社会を担う役割を果たすなど検討を
要する。

⑦民生委員・児童委員、主任児童委員活動の周知を図
ること

民生委員・児童委員、主任児童委員が活動しやす
い環境づくりのためには、地域住民に役割を知って
もらうことが重要である。機会をとらえ継続的にＰ
Ｒすることや、活動をとおして認知度を高める取り
組みが求められる。

⑧主任児童委員の活動の質の向上
児童虐待、子どもの貧困、いじめなど、子ども・

子育て家庭をめぐる課題が多様化・複雑化している
なか、主任児童委員に期待される役割は大きい。そ
の一方で主任児童委員は子育て中や就業している委
員も多く、研修会への参加の負担の声も聞かれる。
そこで、いくつかの地域に分けて身近な場所で受講
できるようにすることや、ＤＶＤなど研修教材の活
用、民児協内での事例検討会の実施など、身近な場
所で必要な知識や力量を高められる機会の確保など
検討も必要である。

⑨活動の継続に向けた運営費、活動拠点などの確保に
向けた支援

活動の継続に向けて、民児協内で話し合い必要な
支援を行うことや、地域のモデル事業や助成金など
の活用に向けて、行政や社会福祉協議会などに相談
することも必要である。また、活動拠点として、地
域住民が参加しやすい公民館やコミュニティセン
ターなど地域の公的施設の活用も有用である。

⑩主任児童委員が民児協の中で孤立しないようにして
いくこと

民児協会長は主任児童委員が活動上の課題を相談
できるよう声をかけたり、学校や社会福祉協議会な
ど地域の関係機関に顔つなぎをしたりすること、主
任児童委員の役割の理解を民生委員・児童委員と共
有するなど、活動しやすい環境づくりに努めること
が大切である。
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